
（別記） 

7 年度羽幌町地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

 羽幌町は、水稲（主食、加工用米、備蓄用米、飼料用米）・水田転作（小麦、大豆、飼料用作
物、そば、青果）・畑地化及び一般畑（小麦、大豆、飼料用作物、そば、青果）及び酪農・畜産が
営農形態で耕作農地の約 80%が水田面積 1,850ha の内、水稲面積 950ha、転作田 900ha、転作田の
内（畑地化 380ha）経産牛 150 頭、黒毛繁殖牛 30 頭となっています。また、離島の焼尻島では、
綿羊を飼育し島内で牧草を生産し島内の緑化に取り組んでいる。 
 地域では、後継者の居ない農業者等の離農により、農業者戸数の減少が進んで、離農地を引き
受ける担い手農業者の面積が急激に拡大されてきており今後の離農地については、雇用不足によ
り担い手農業者への引き受けが懸念されるところ。 
 機械や生産資材、燃料の高止まりによる生産コストの負担が大幅に増加しているが、販売物の
価格が費用増加に見合う価格となっていない不安を抱えている。また雇用や労働不足による水稲
から畑作物へ転換する生産者も増えている。 
 本町は水田地帯のため畑作物については、透排水が悪く播種が行えなくなるなどの不安を抱い
ていますが、気象や天候による影響を受け単収変動が所得に影響を与えるため、透排水の対策を
行い生産性向上を図り所得確保し農地を守って行く必要がある。 
 
２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 

強化に向けた産地としての取組方針・目標 
 
 地域の基幹作物は「水稲」であり水稲作付を維持するために、全量共同施設で調製し安全・安
心、良食味生産、また化成肥料を削減するために土壌分析等を実施、適期防除や予察による早期
防除を実施し農薬使用カウントを抑える。直播作付けを推進し育苗に係る負担を低減、非主食米
（加工用米・備蓄用米・飼料用米）に取組み、需要に応じた生産を実践する。 
 飼料用米については、設備を整備し倉庫等を活用し、通年供給が可能となる。また、供給先の
有畜農家が安心して給餌できるように分析や検査を実施するとともに、流通コストを抑えるため
に、ＪＡ管内の飼料用米生産農家と畜産農家のマッチングを実施し、ＪＡ管内で安定的に供給出
来るように進める。また、ＪＡ管内での流通であるため、流通経費を安く抑えることが可能であ
るため、有畜農家の飼料購入費用の抑制及び所得向上に繋げる。 
 小麦・大豆については、ＪＡの乾燥調製施設を活用し適期収穫による品質向上に努め、 
施設利用による異物除去や残農薬検査により安全・安心な出荷が可能となり、クリーナー等によ
り上位等級比率向上により生産者の所得向上につながることを目指す。小麦の穀類乾燥調製施設
については、平成２３年に増築整備しているが、当初の計画を上回る面積増加となっており、施
設の処理能力を上回り生産者への負担が大きくなっている。ＪＡ中期計画で施設の増強について
準備委員会を設立（羽幌・初山別・遠別各地区生産者）し今後の地域の作付け動向や施設規模、
施設の方針等を協議し生産者の所得向上を目指します。          

飼料用作物（牧草）については、濃厚飼料高騰により飼料費が膨らんでいることに加え、昨年
度の猛暑により個体への影響が大きく受胎や授精の遅れ個体成績も回復せず生産量が大幅な減
少、個体価格の暴落により畜産農家の収益が減少している。生産者の収益を向上するためにも乳
飼比の抑制（濃厚飼料費用等を抑制）、粗飼料の品質向上し、飼料作物生産農家において草地更新
及び粗飼料分析や土壌診断による追播・追肥等を実施するとともに、適期収穫を徹底すること
で、高品質な粗飼料を生産し、有畜農家の所得の向上に繋げることを目指す。 

高収益作物（青果）については、当 JA の合併によるスケールメリットを発揮するため生産工程
を同様にできる作物や販売先を統一して取組み、生産者の運送費負担を低減し安定供給等により
価格の向上を目指し所得向上に繋げることを目指す。 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 産地交付金等の活用により地域の水田面積は維持されているが、将来的な水田の在り方を必要

に応じて、関係者間で協議していく。 

畑地化の取り進めについては、地域の作付け状況、作業効率と生産性、農地流動化、人・農地プ

ラン等地域の方向性を考慮しながら取り進める。 

４ 作物ごとの取組方針等  



（１）主食用米 

    需要に応じた生産を実践し売れる米作りの徹底によって米の主産地としての地位を確保  

し生産販売数量に基づき、地域の生産の目安数量を推進し消費者等の需要意向に沿った生 

産と安心安全な良質米生産の推進を図るとともに水稲部会、米穀乾燥調製施設の運営組

合、羽幌町水稲部会、ＪＡるもい青年部・女性部と連携し、地域の良食味・安全安心米の

販売促進を行う。また環境に配慮した取組も実践する。 

（２）備蓄米 

     

（３）非主食用米 

     

  ア 飼料用米 

          地域の水張り面積維持に向けて、ＪＡ管内の有畜生産者に供給し契約を締結すること 

で、需要確保に向けて飼料用米を水張り転作と推奨し、実需者から求められる品質米を  

生産し共同乾燥調整施設を活用しコスト低減を目指して作付する。 

  イ 加工用米 

     水張り面積の維持を推進し、実需者等の冷凍加工業者・菓子加工業者から供給の拡大 

を求められていることにより生産の拡大を図っていくこととする。 

（４）麦、大豆、飼料作物 

   担い手を中心に水稲に続く産地形成を実現するため、小麦・大豆・飼料作物等の土地   

利用型作物による作付け推進を展開し、高品質かつ安定生産に努める。 

   特に小麦・大豆については地域の主要品目と位置づけ、所得増加に繋がる生産体制の確立

を目指し、転作田での作付けによる条件不利の解決のため、生産性向上に取組み実需ニーズ

に合った高品質小麦・大豆の生産及び収益力強化に努める。 

（５）そば、なたね 

    実需者との播種前契約に基づき、作付け面積の維持・拡大をする。また、このことによ

って安定供給を実現し収益力向上を図る。 

（６）地力増進作物 

    近年の異常気象に対応するため、水田に地力増進作物を取り入れることにより根巻きの 

効果による降雨時の表土流出を抑制し、地力増進効果による表土の保全に努め、後作物収

量の安定化を図る。 

 

（７）高収益作物 

農業所得向上に向けて施設園芸品目・高収益露地野菜の誘導を図るべく、産地交付金を    

有効に活用し作付け拡大を図る。 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

803.6 842.9 850.0

38.1 6.9 7.0

83.6 82.1 84.2

229.7 215.2 235.0

100.5 83.0 100.0

50.9 44.4 45.0

・子実用とうもろこし

20.6 11.4 9.0

21.9 16.9 9.0

3.7 2.2 4.5

・野菜 3.7 2.2 4.5

・花き・花木

・果樹

・その他の高収益作物

11.3 8.1 13

・てん菜 7.8 4.9 8.5

・雑豆（小豆・菜豆） 3.5 3.2 4.5

65.6 48.6 53.6

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

畑地化の面積については、前年度作付面積等は内数、当年度及び令和８年度作付面積等は外数で
計上しており、記載方法が異なっています。

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

その他

畑地化

大豆



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

作付面積 （６年度）２２９．７ha （８年度）２３５．０ha

反収（㎏/10a） （６年度）２２９．２㎏/10a （８年度）３６６．０㎏/10a

１等Ａﾗﾝｸ比率 （６年度）　７３．１％ （８年度）１００．０％

作付面積 （６年度）１００．５ha （８年度）１０５．０ha

反収（㎏/10a） （６年度）１４２．０㎏/10a （８年度）２２１．０㎏/10a

１等比率 （６年度）　　８．６％ （８年度）　５３．０％

作付面積 （６年度）　　７．８ha （８年度）　　８．５ha

反収（t/10a） （６年度）　　６．０t/10a （８年度）　　７．０t/10a

（６年度）　　３．７ha （８年度）　　４．５ha

作付面積 （６年度）　　３．５ha （８年度）　　４．５ha

反収（㎏/10a） （６年度）　６３．０㎏/10a （８年度）２１３．０㎏/10a

作付面積（ｈａ） （６年度）　８３．６ha （８年度）　８４．２ha

反収（㎏/10a） （６年度）５３２．０㎏/10a （８年度）５４３．０㎏/10a

作付面積（ｈａ） （６年度）　３８．１ha （８年度）　４０．０ha

反収（㎏/10a） （６年度）６５７．４㎏/10a （８年度）６８０．０㎏/10a

作付面積（ｈａ） （６年度）　２０．６ha （８年度）　９．０ha

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

8 　そば そば作付助成

6 加工用米 加工用米助成

7 飼料用米 飼料用米助成

4 野菜 高収益作物助成 作付面積

5 小豆・菜豆 地域振興作物助成

2 大豆（白大豆） 大豆収益向上助成

3 てん菜 てん菜収益向上助成

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1 小麦 小麦収益向上助成



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：北海道

協議会名：羽幌町地域農業再生協議会

1 小麦収益向上助成 1 9,200 小麦 技術情報による病害虫防除の実施

2 大豆収益向上助成 1 9,200 大豆 集荷団体大豆（品種別）栽培暦の励行

3 てん菜収益向上助成 1 11,000 てん菜 集荷団体てん菜の栽培暦による栽培技術の励行

4 高収益作物助成 1 30,800 野菜 水田に高収益作物を作付

5 地域振興作物 1 30,800 小豆・菜豆 栽培暦の励行

6 加工用米助成 1 21,000 加工用米 ＧＡＰ（JAｸﾙｰﾌﾟGAP等）の実施

7 飼料用米助成 1 21,000 飼料用米 ＧＡＰ（JAｸﾙｰﾌﾟGAP等）の実施

8 そば作付助成 1 18,000 そば 播種前契約の締結

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してくだ
さい。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。
※５　支援年限を記入してください。


